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○ 本日、原子力規制委員会において、発電用原子炉の運転期間延長認可制度等に関する  
政令等の整備方針が示された。  
 
○ このうち政令で定める内容は、延長期間の上限を２０年とし、具体的な延長期間は個  
別の原発ごとに審査し判断するなどというもの。  
 
○ 本日示された方針では、運転延長を認可する際の具体的な審査基準は示されていな  
い。  
 
○ 今後、これらを具体化したうえで、パブリックコメントを実施して広く意見を聴き、  
７月に施行される予定と聞いている。  
 
○ 県としては、国における具体化の状況を注視していく。  
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